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○
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
五
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
、
第
七
条
第
三
項
、
第
十
二
条
の
三
、
第
十
六
条
の
三

第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
医
療
法
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
十
四
第
七
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
に
規
定
す
る
医
療
の
提
供
を
行
う
期
間
（
六
月
以
内
の
期
間
に
限

る
。
）
に
係
る
場
合
に
限
る
。

第
一
条
の
十
四
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

特
定
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
診
療
所
を
開
設
し
た
者
が
、
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
に
お
け
る
医
療
の
提
供
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
診
療
所
に
病
床
を
設
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
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又
は
診
療
所
の
病
床
数
、
病
床
の
種
別
そ
の
他
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

第
一
条
の
十
四
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

第
七
項
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
診
療
所
に
病
床
を
設
け
た
者
が
、
令
第
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県

10
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
第
五
項
各
号
（
当
該
病
床
が
一
般
病
床
の
み
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
項
第

三
号
）
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
七
項
第
七
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
、
診
療
所
の
病
床
数
、
病
床
の
種
別
の
変
更
そ
の
他
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
事

11
項
を
変
更
し
た
者
が
、
令
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
第
五
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

第
六
条
の
三
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

第
九
条
の
二
十
第
七
号
イ
に
規
定
す
る
逆
紹
介
率
の
前
年
度
の
平
均
値

第
六
条
の
三
第
二
項
第
九
号
中
「
百
分
の
三
十
」
を
「
百
分
の
五
十
」
に
、
「
百
分
の
十
紹
介
率
を
」
を
「
紹
介
率
を
百
分

の
五
十
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
を
同
項
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

前
項
第
十
一
号
の
値
が
百
分
の
四
十
を
下
回
る
病
院
に
あ
つ
て
は
、
お
お
む
ね
五
年
間
に
逆
紹
介
率
を
百
分
の
四
十
ま
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で
高
め
る
た
め
の
具
体
的
な
年
次
計
画

第
六
条
の
三
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

が
ん
、
循
環
器
疾
患
そ
の
他
の
国
民
の
健
康
に
重
大
な
影
響
の
あ
る
疾
患
に
関
し
、
高
度
か
つ
専
門
的
な
医
療
を
提
供
す

る
特
定
機
能
病
院
に
関
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
九
号
中
「
百
分
の
五
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の

八
十
」
と
、
同
項
第
十
号
中
「
百
分
の
四
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
と
す
る
。

第
六
条
の
四
中
「
、
産
科
、
婦
人
科
」
を
「
又
は
産
科
及
び
婦
人
科
」
に
、
「
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
及
び
放
射
線
科
」
を
「
耳

鼻
咽
喉
科
、
放
射
線
科
及
び
救
急
科
」
に
、
「
除
く
。
）
並
び
に
」
を
「
除
く
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
」
に
改

め
、
「
の
う
ち
十
以
上
の
診
療
科
名
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
四
項
を
加
え
る
。

２

内
科
又
は
外
科
に
お
い
て
専
門
的
な
医
療
を
提
供
す
る
特
定
機
能
病
院
に
関
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
内
科
、
外
科
」
と
あ
る
の
は
「
内
科
（
令
第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
内
科
と
呼
吸
器
、
消
化
器

、
循
環
器
、
腎
臓
、
神
経
、
血
液
、
内
分
泌
、
代
謝
、
感
染
症
又
は
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
と
を
組
み
合
わ
せ
た
名
称
の
全
て
の

診
療
科
及
び
リ
ウ
マ
チ
科
を
含
む
。
）
、
外
科
（
同
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
外
科
と
呼
吸
器
、
消
化
器
、
乳
腺
、
心
臓
、
血
管

、
内
分
泌
又
は
小
児
と
を
組
み
合
わ
せ
た
名
称
の
全
て
の
診
療
科
を
含
む
。
）
」
と
、
「
診
療
科
名
と
組
み
合
わ
せ
た
名
称
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」
と
あ
る
の
は
「
診
療
科
名
と
組
み
合
わ
せ
た
名
称
（
当
該
内
科
又
は
外
科
と
組
み
合
わ
せ
た
名
称
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

３

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
診
療
科
名
中
に
当
該
各
号
に
定
め
る
診
療
科
を
含

ま
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
内
科
と
組
み
合
わ
せ
た
名
称
の
診
療
科
又
は
リ
ウ
マ
チ
科
に
係
る
医
療

を
他
の
当
該
内
科
と
組
み
合
わ
せ
た
名
称
の
診
療
科
又
は
リ
ウ
マ
チ
科
そ
の
他
の
診
療
科
で
提
供
す
る
場
合

当
該
医
療

に
係
る
当
該
内
科
と
組
み
合
わ
せ
た
名
称
の
診
療
科
又
は
リ
ウ
マ
チ
科

二

前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
外
科
と
組
み
合
わ
せ
た
名
称
の
診
療
科
に
係
る
医
療
を
他
の
当
該
外
科

と
組
み
合
わ
せ
た
名
称
の
診
療
科
そ
の
他
の
診
療
科
で
提
供
す
る
場
合

当
該
医
療
に
係
る
当
該
外
科
と
組
み
合
わ
せ
た

名
称
の
診
療
科

４

が
ん
、
循
環
器
疾
患
そ
の
他
の
国
民
の
健
康
に
重
大
な
影
響
の
あ
る
疾
患
に
関
し
、
高
度
か
つ
専
門
的
な
医
療
を
提
供
す

る
特
定
機
能
病
院
に
関
す
る
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
中
「
を
含
む
」
と
あ
る
の
は
、
「

の
う
ち
十
以
上
の
診
療
科
名
を
含
む
」
と
す
る
。

５

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
歯
科
医
師
を
有
す
る
特
定
機
能
病
院
又
は
他
の
病
院
若
し
く
は
診
療
所
と
の
密
接
な
連
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携
に
よ
り
歯
科
医
療
を
提
供
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
特
定
機
能
病
院
に
つ
い
て
は
、
そ
の
診
療
科
名
中
に
歯
科
を
含

ま
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条
の
二
の
二
第
一
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

紹
介
患
者
に
対
す
る
医
療
提
供
及
び
他
の
病
院
又
は
診
療
所
に
対
す
る
患
者
紹
介
の
実
績

第
九
条
の
二
十
第
六
号
イ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

そ
の
管
理
す
る
病
院
に
つ
い
て
、
紹
介
患
者
の
数
と
救
急
用
自
動
車
に
よ
つ
て
搬
入
さ
れ
た
患
者
の
数
を
合
計
し
た

数
を
初
診
の
患
者
の
数
（
休
日
又
は
夜
間
に
受
診
し
た
患
者
の
数
を
除
く
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
除
し
て
得

た
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
紹
介
率
」
と
い
う
。
）
を
維
持
し
、
当
該
維
持
さ
れ
た
紹
介
率
を
高
め
る
よ
う
努
め

る
こ
と
。

第
九
条
の
二
十
第
六
号
ロ
中
「
百
分
の
三
十
」
を
「
百
分
の
五
十
」
に
改
め
、
「
あ
つ
て
は
、
」
の
下
に
「
お
お
む
ね
五
年

間
に
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
他
の
病
院
又
は
診
療
所
に
対
す
る
患
者
紹
介
を
行
う
こ
と
。

イ

そ
の
管
理
す
る
病
院
に
つ
い
て
、
他
の
病
院
又
は
診
療
所
に
紹
介
し
た
患
者
の
数
を
初
診
の
患
者
の
数
で
除
し
て
得
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た
数
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
逆
紹
介
率
」
と
い
う
。
）
を
維
持
し
、
当
該
維
持
さ
れ
た
逆
紹
介
率
を
高
め
る
よ
う

努
め
る
こ
と
。

ロ

逆
紹
介
率
が
百
分
の
四
十
を
下
回
る
病
院
に
あ
つ
て
は
、
お
お
む
ね
五
年
間
に
逆
紹
介
率
を
百
分
の
四
十
ま
で
高
め

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
年
次
計
画
を
作
成
し
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
。

第
九
条
の
二
十
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

が
ん
、
循
環
器
疾
患
そ
の
他
の
国
民
の
健
康
に
重
大
な
影
響
の
あ
る
疾
患
に
関
し
、
高
度
か
つ
専
門
的
な
医
療
を
提
供
す

る
特
定
機
能
病
院
に
関
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
六
号
ロ
中
「
百
分
の
五
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分

の
八
十
」
と
、
同
項
第
七
号
ロ
中
「
百
分
の
四
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
」
と
す
る
。

第
九
条
の
二
十
二
中
「
医
療
提
供
」
の
下
に
「
及
び
他
の
病
院
又
は
診
療
所
に
対
す
る
患
者
紹
介
」
を
加
え
る
。

第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
」
を
「
精
神
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
で
除
し
た
数
」
の
下
に
「
（
第
三
項
に
お
い
て
「
医
師
の
配
置
基
準
数
」
と
い
う
。

）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
一
項
の
特
定
機
能
病
院
に
置
く
べ
き
医
師
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
医
師
の
配
置
基
準
数
の
半
数
以
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上
が
、
内
科
、
外
科
、
精
神
科
、
小
児
科
、
皮
膚
科
、
泌
尿
器
科
、
産
婦
人
科
、
眼
科
、
耳
鼻
咽
喉
科
、
放
射
線
科
、
救
急

科
、
脳
神
経
外
科
、
整
形
外
科
又
は
麻
酔
科
の
専
門
の
医
師
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
の
三
第
三
号
中
「
医
療
提
供
」
の
下
に
「
及
び
他
の
病
院
又
は
診
療
所
に
対
す
る
患
者
紹
介
」
を
加
え
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
医
療
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
い
る
特
定
機
能
病
院
で
あ

っ
て
そ
の
診
療
科
名
中
に
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
四
の

規
定
に
基
づ
く
診
療
科
名
を
含
ま
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
診
療
科
名
の
診
療
を
開
始
す
る
た
め
の
計
画
を
記
載
し
た

書
類
を
提
出
し
た
場
合
に
限
り
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
（
当
該
計
画
に
基
づ
き
当
該
診
療
科
名
を
全
て
含
む

こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
必
要
な
診
療
科
名
を
全
て
含
む
こ
と
と
な
っ
た
と
き
ま
で
の
間
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。
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第
三
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
医
療
法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
い
る
特
定
機
能
病
院
で
あ

っ
て
新
規
則
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
医
師
の
配
置
基
準
数
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
数
」
と

い
う
。
）
の
半
数
以
上
が
同
条
第
三
項
の
専
門
の
医
師
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
専
門
の
医
師
を
基
準
数
の
半
数
以

上
置
く
た
め
の
計
画
を
記
載
し
た
書
類
を
提
出
し
た
場
合
に
限
り
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
（
当
該
計
画
に
基

づ
き
当
該
専
門
の
医
師
を
基
準
数
の
半
数
以
上
置
く
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
専
門
の
医
師
を
基
準
数
の
半
数
以
上

置
い
た
と
き
ま
で
の
間
）
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


